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0.は じ め に

台湾における原住民族 と漢人との接触を考える上で,漢 人の開拓に伴う土地取得と

交易が重要であることはいうまで もない。両者 ともいまだ研究が進んでいないが,前

者は土地譲渡に関する古文書集が最近出版されて,こ れに刺激されて,台 湾で研究が

進められているようである1)。 しか し,原 住諸民族 と漢人との交易については歴史資

料は非常に乏 しい。特に山地原住民と漢人との交易は,平 地に居住 していた原住民を

通じての間接的な交易か,ま た,た とえ直接に交易が行なわれていたとしても,密 か

に行なわれていたと考えられる。 したが って,歴 史の記述にほとんど現われないので

ある。

他方,日 本が台湾を占有 したとき(1895年),な おそれぞれ固有の文化を保持 して

いた山地原住諸民族は,イ ンドネシァやフィリピンなど近隣の少数諸民族に比べれば,

比較的大文明の影響 も少なかったと考え られて きた。筆者 もまた,パ イワン族の社会

*国 立民族学博物館第二研究部

1)三 田裕次氏 が収集された古文書を張炎憲氏が編集 した 『台湾古文書集』が,1989年 に出版 さ

　 れた。その中には土地売買の資料133枚 が納め られてい る。今年(1990年)3月 台北 ・中央研究

　 院で台湾史 の研究者 ・張炎憲氏に直接 ご指導 いただ く機会があ り,原 住 民と漢人の土地売買の

　 研究が進行 していること,ま た交易 について はまだ研究が進め られていない ことなど数 々のご

　 教示をいただ いた。ここに感謝の意を表 したい。
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制度の研究を通じて,同 じ見解をとってきた。 しか し,漢 人を通して直接または間接

に入手したと考えられるモノが,台 湾領有当時,す でに数多 く原住民社会に存在した

ことは,植 民地政府の調査資料に照らしても明らかである。この事実は,清 代には未

帰順の原住民居住区(「蕃界」と称された)へ 立ち入りが禁止されていたにもかかわ

らず,な ん らかの方法で交易が行なわれていたことを証 している。

こうした漢人との交易が,原 住民社会の生活様式や社会制度にどのような影響を与

えたのか2),一 度は検討 しなければならないと思っていた。 そこで,こ の共同研究に

参加 した機会に,こ の課題を取り上げてみた次第である。 しか し,日 本統治初期に,

かつての漢人と原住民との交易に関する調査は行なわれなかったようであり,ま た筆

者が初めて現地調査に赴いた1970年 代初期には,す でにそうした情報を収集すること

は不可能であった。 したがって,こ うした研究を進めるには,さ まざまな文献資料の

中から断片的な記述を集めたり,ま た国立民族学博物館はじめ,各 地の博物館に収集

されている原住民と漢人の標本資料を検討しながら,推 論するほか手段がなさそうで

ある。 この小論は,歴 史文献の調査も標本の検討もまだ十分でないにもかかわ らず,

現段階での2次 的文献資料のまとめとして報告したい。筆者は今後も資料の収集と検

討を続けてゆきたいと思っている。(な お,本 文中で人名,地 名,そ の他の漢字の表

記にあたっては,支 障のないかぎり,原 則として当用漢字を用いることにした。)

1.台 湾 の原庄諸民族

漢人の渡台以前,台 湾にはオース トロネシア語系統の言語を話す入々が,す でにこ

こを占拠 していた。これ らの人々を,一 般には,台 湾の原住民族という。17世 紀に台

湾を支配 したオランダは,西 部地域(現 在の恒春から新竹あたりにかけての地域)に

言語や生活慣習の異なる数部族が居住 していたことを村落名称とともに記録に残 して

いる。 しか し,彼 らは村落や部族間で絶えず互いに戦闘を繰り返しており,実 態を知

ることは困難であった らしい[CAMPBELLl903:9255]。 このように,オ ランダの記

録から当時の原住諸民族の部分的な分布を知ることはできるが,そ の全容は,当 時ま

だ明らかでなかった。そして,清 代においてもまた同様であった。 したがって,原 住

諸民族の客観的な分類や分布図は,平 地に居住していた原住民がおおむね漢人社会に

2)例 えば,フ ェレルは,ポ リネ シアに似たパ イワン族 やルカイ族のラメジ(ramage)型 の構造

を もつ首長制 は,サ ー リンズ(M.Sahlins)に よ って提示されたよ うな ポ リネ シアに おける農

産物 の余剰生産で はな く,オ ランダ当時の鹿皮 とい う経 済的余剰生 産によ って発達 したもので

はないか という仮設を提示 している[FEﾘELL1969:47]。
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同 化 され た後,日 本 の 研究 者 に よ って 完 成 さ れ た もの で あ る[馬 淵1974a:250-

251]。 そ の主 要 な業 績 と して,馬 淵 東 一 が台 北 帝 国 大 学 の言 語 調 査 と 自 らの 調査 を基

礎 に して作 成 した 民 族分 類 と分 布 図[馬 淵1974c:508]を 図1に 示 そ う3)。

 a. Ketangalan 

b. Basay 

 bl. Basay 

b2. Trobiawan 

b3. Linau 

c. Kavalan 

d. Taokas 

e. Pazeh 

f. Papora 

g. Babuza 

h. Hoanya 

 hl. Lloa 

 h2. Arikun 

  Thao 

 j. Siraya 

 jl. Siraya 

 j2. Taivoan 

 j3. Makatao

図1台 湾原住諸民族の分布[馬 淵1974c:508]

3)清 代 には,大 陸の慣例にな らって,こ れ らの原住諸民族を漢族化の度合 に応 じて,「生蕃」 と

「熟蕃」 とに区別 した言葉を用 いている。平地に居住 していた原住民 は,す でにオランダ支配

のもとで,帰 順 しないものは討伐を受 け,ま た漢人の人 口増加 に伴 って次第に同化 されてい っ

たのであるか ら,文 献資料に用 い られている 「生蕃」 と 「熟蕃」 は,時 代や地域によって異 な

り,次 第に塗 り代え られてい った。 したが って,「生蕃」や 「熟蕃」 という分類は妥 当でない。

また,平 地の原住諸民族は,よ り早 くに政治支配に服従 したのは当然で,彼 らは 「平哺蕃」と

も呼ばれた。日本植民地 政府 もこれ らの呼称 を踏襲 した 。他方,台 領後期 には 「生 蕃」を改め

て 「高砂族」と称す るようにな った。また,現 在台湾で は 「高山族」 と称 しているが,最 近少

数民族運動が高まり 「原住民族」が用 いられてい る。 しか し,「原住民」という語には漢化 さ/
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2.台 湾へ の漢人の移住

台 湾 が い っ ごろ か ら漢 人 に 知 られ る よ うに な り,ま た この島 を い つ 頃 か らタ イ ワ ン 墜

と呼 ぶ よ うに な った の か とい う ことに つ い て は 諸 説 あ るが[伊 能1902:5-19],明

の 初 期 の 記 録 に は台 湾 の 原 住 民 を 「東 蕃 」 と呼 び,当 時 の 彼 らの 社 会 事 情 を 伝 え て い

るか ら[伊 能1902:3-4],そ の 頃す で に 漢 人 と原 住民 と の 接 触 が あ った こ とは 確iか

で あ る。 しか し,台 湾 海 峡 を 隔 て て わ ずか150キ ロ メ ー トル の対 岸,中 国 の 福 建 省 か

ら漢人 が大 量 に 移 住 して来 た の は,オ ランダ の 台湾 占拠(1624年)の 頃 か ら で あ っ

た。 そ して,「 台 湾 」とい う名 称 が正 式 に 用 い られ る よ うに な ったの は,清 の 康 煕23年

(1684年),台 湾 が 福 建省 の1府 と して 「台湾 府 」 と呼 ば れ る よ うに な って か らで あ る。

こ こで は漢 人 の 台 湾移 住 を大 き く4期 に分 け て,そ れ ぞ れ の時 期に お け る原 住 民 族 と

の 接 触 を 考え た い(図2参 照)。

2・1.オ ラ ン ダ 以 前

伊 能 嘉 矩 に よ れ ば[伊 能1902:16-18],12世 紀 初 頭 に は,多 くの 漢 人 の 漁 民 や 海

賊 た ちが福 建 か ら膨 湖 島4)に 渡 来 して い た。 そ して,や が て 明 の嘉 靖 の 頃(16世 紀 初

めか ら中頃)に は,膨 湖 島 に いた 漁 民や 海 賊 が一 時 的 に 台湾 に来 住 し,そ の 中に は こ

こに永 住 す る者 もあ った よ うで あ る。 しか し,そ の 数 は きわ め て 限 られ て いた に 違 い

な い。 台 湾 に お け る漢人 の 最 初 の 移 住地 は,西 南 海 岸 地 帯,す な わ ち 「南 は垂 江(今

の台 南 海 岸)及 び打 狗(同 じ く今 の 高雄)に して,北 は 今 の筆 港」[伊 能1902:10]

で,そ れ らの 港 は小 規模 な 中継 貿 易 港 と して 利 用 され て い た に す ぎ なか っ た よ うで あ

る[中 村1953:102]。

フ ェ レル(RaleighFerrell)は,台 湾 の地 理 的位 置 に 注 目 し,台 湾 が近 代 まで 大 陸

や東 南 ア ジァ島 喚 地 域 か ら孤 立 して いた とす る見 解 を,こ う批 判 して い る。 す なわ ち,

こ こが 早 くか ら中 国南 部 と東 南 ア ジァ島 懊 地 域 との海 上 交通 の要 所 を 占 め て い た こ と,

＼ れた原住民 も含まれる。 さらに,複 雑なのは,山 地原住民とい って も必ず しも山地 に居住 して

いたわけで はな く,プ ユマ族や ア ミ族,ま たパイワ ン族の一部 は平地 に居住 して いたため,日

本時代 も中華民国の行政下で も,彼 らの居住区は特別行政区に入れ られず,平 地 山胞 と して普

通行政区に置かれてきた。 この小論では,原 住諸民族を一般 に 「原住民」 とし,必 要 に応 じて

固有の民族 名称を用い,ま た平地原住民 と山地原住民(日 本の領有当時 にはまだ固有 の文化 を

残 していたいわゆる高砂族)と に区別 した。

4)膨 湖島は,海 賊の蠕居す る無法 の地であ ったが,元 末に一 時この地に巡検司を置き,統 治の

端緒を開いた。 しか し,明 朝はその完全統治を困難と見て,洪 武21年(1388年)巡 検 司を廃止

し,島 民を福建の潭 ・泉2府 に引き揚げさせ,こ こを無人の島にした。 しか しその後,膨 湖島

はこれに服 さない海賊の 占拠地 とな った[伊 能1902:16]。
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図}2漢 人移民の進入地域(時 代別)[伊 能1902]

図2に つ いての注釈:台 湾銀行経済研究室 〔編〕 『清代台湾経済史』(1957)に は,各 地 方

への最初の拓殖 の年代が表示 されており,お そ らくそれに依拠 して作成 されたと思われ る

図がある。 その図 は,こ こに引いた伊能の図と完全 には一致 しないが(最 前線がい くぶん

後退 して いる),基 本的には大差がない。 前者の図 は,清 代を一括 して表わ しているのに

対 して,伊 能の図は,清 代を い くつかの時期に細分 してあるので,こ こではそれを採用 し

た。

そして西暦紀元か ら近海で海上の往来が活発であったことを考慮すれば,原 住民と航

海者 との接触は近代以前に十分ありえたであろうし,ま た難破や遭難による偶然の漂

着は数え きれないほどあったに違いないと指摘 している[FERRELLl969:13--15]。

しかし,近 代以前に外界とどれほどの交渉があったのかは明確に しえないし,ま たモ

ノの伝播や受容は限 られた接触によっても起こりうる。 したがって,相 対的な接触の

頻度や密度が問題なのではな く,大 文明との接触が,原 住民社会の生産技術,社 会制

度・またイデオロギー的側面にどれほどの影響を与えたのかが問題となる。 .

しかし,記 録の上で台湾が諸外国から注目されはじめたのは17世 紀初頭で,17世 紀
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中頃か らはポル トガル,ス ペイン,オ ランダなど西洋諸国や日本の倭憲が,鹿 資源を

求めてあい次いで来島するようになった[伊 能1902:19-20]。 その頃には,すでに

原住民と鹿皮や鹿肉の交易を行なう漢人があった。1603年 に書かれた 『東蕃記0に は・

「山最宜鹿,傭 漉侯侯,千 百為群」とあり,ま た 「潭泉之恵民克竜烈喚諸零」の民が

礪璃,磁 器,布,塩,銅,管 環の類をもって 「鹿哺皮角」と交易に来ると記されてい

る[中 村1953:102]。 その頃どれほどの漢人が台湾にいたか知ることはで きないが,

数千人の漢人移民がいたらしい[中 村1953:102]。 その中には,す でに原住民との

間に交易を始めていた漢人がいた ことは明らかである。 しかし,史 明が指摘 している

ように[史1974:50],原 住民は侵入者を容易に 受け入れようとはせず,首 狩 りで

抵抗 し続けたため,漢 人の本格的な入植は,国 家を背景とした軍事力の後楯なしには

不可能であったに違いない。

2・2.オ ラ ン ダ 占 拠 時 代(1624-1661)

1624年 艦 隊 を率 いて,台 湾 を 占拠 した オ ラ ンダ は,安 平 に築 い た ゼ ー ラ ンデ ィア城

と,後 に築 いた 台 南 の プ ロ ヴ ィデ ンチ ァ城 を 拠 点 に,郵 成 功 に よ って この 地 か ら退

去 させ られ るま で の37年 間,こ こを 統 治 した ので あ る。 オ ラ ンダ 人 の 記 録 に よ る と

[CAMPBELL1903:36],こ の と き25,000人 の漢 人(女,子 ど もを 除 く)が 兵 士 と し

て台 湾 に連 れ て 来 られ た とあ る。 しか し,オ ラ ンダ の 台 湾支 配 の 目的 は,バ タ ビァを

本 拠地 と した 東 イ ン ド会 社 の 貿易 上の 利 潤 を 求 め る ことで あ り,政 治 的 支 配 を 目的 と

した もの で はな か った。 その こ と は,東 イ ン ド会 社 が オ ラ ンダ 改 革 派 教 会 の 宣 教師 を

して 政務 員 を 兼 務 せ しめた こ とで も 明 らか で あ る と 中村 孝 志 は 指 摘 して い る[中 村

1952:1]。 彼 らに と って の 最 大 の 関心 は,い かに 多 くの鹿 を捕 獲 し,こ れ を 集 め,ま

た 肥 沃 な 田畑 を 開 墾 して,甘 蕪 や米 の 生 産性 を 高 め て い くか,そ の 結 果 と して,い か

に 多額 の利 潤 を貿 易 に よ って 上 げ るか に あ った ので あ る。

オ ラ ンダ は,そ の た め に まず2つ の 事 業 に着 手 した。1つ は不 服 従 な原 住 民 を 彼 ら

に 服 従 させ るこ とで あ り,も う1つ は高 い生 産 技術 を も った 漢 人 を 台 湾 に 来 住 させ て,

開 拓 を 進 め る ことで あ った。 第1の 事 業 に つ い て,当 時の オ ラ ンダ 東 イ ン ド会 社 の 収

支 記 録 を分 析 した 中村 は,支 出 の主 要 項 目 に,台 湾 の守 備 や不 服 従 蕃 社 の"征 伐"の た

めの 費 用 が含 まれ て い た こ とを 明 らか に して い る[中 村1964a:72]。 す なわ ち,こ

の 時 軍 事力 に よ る原 住 民 社 会 へ の 侵 略 が始 ま ったの で あ る。 そ して,こ の 地 域 の 原 住

民 族 を 帰 順 させ,他 方 で そ の 資 源 の 開 発 に乗 り出 した。 しか し,オ ラ ンダ は,宣 教 師
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に よ る原 住民 の 教 化 や 教 育 に も力 を入 れ,撫 墾 策 を取 って い た[伊 能1904:4-15;

中村1952な ど]。

第2の 事業 に 関 して は,オ ラ ンダ は福 建 の 漢 人 に 農業 移 民 と して 台 湾 へ の移 住 を 奨

励 した。 そ して,入 植 した漢 人 を 原 住 民の 攻 撃 か ら守 り,原 住 民 か ら土 地 を 購 買 す る

権 利 を与 え た り,会 社 の土 地 を 開墾 させ た り した 。1630年 代 に は,福 建 地 方 で の 争 乱

や 飢 餓の た め,台 湾 に 流入 す る者 も多 くな り,漢 人 人 口は 急速 に増 加 して い った の で

あ る[伊 能1902:28;中 村1964b:2]5)。

オ ランダ が台 湾 に おい て 最 も繁 栄 を極 めた時 期(1630-50年 頃),入 植 して いた 漢 人

は どれ ほどの 数 で あ った の だ ろ うか。 伊 能 に よれ ば,当 時,台 南地 方 に居 住 して いた

漢 人 は25,000戸 か ら30,000戸,そ の 人 口は100,000人 と推 測 され る[伊 能1902:26]。

他 方,中 村 は,1647年 頃に は冬 季鰭 漁業 に 従 事 す る季 節 漁 民1,400～1,500人 を加 え て

も常 住 して い た 漢 人 は約12,000人,こ の ほか に 婦 女 子500人 以 上,小 児1,000人 以 上,

これ らに 会 社 の 支 配 下 に あ った 壮 丁20,000入(そ の 多 くは 農 業 に従 事),総 計 して3

万 数 千人 に達 す るが,し か し,な お多 くの 漢人 が 流入 して い る とオ ラ ンダ資 料 は報 じ

て い ると指 摘 して い る[中 村1964b:2]。 伊 能 が依 拠 した 資料 は明 らか で な い が,中

村 が 渉猟 した オ ラ ンダ 資 料 は,人 頭税 の 納付 者 数 を基 礎 に した もの で あ るか ら6),多

少 と も会 社 が 直 接 把 握 して い た 漢 人人 口で あ った と思 わ れ る。伊 能 が推 測 した100,000

人 と はか な りの 隔 た りがあ るが,オ ラ ンダ植 民地 政 府 に よ る中央 集 権 が 確 立 され て い

な い状 況 下 で,そ の数 を正 確 に把 握 して い なか った の で あ る。 当時,台 湾 に駐 在 した

オ ラ ンダ人 は官 民600人,守 兵2,200人[伊 能1902:26]と,そ の 数 は 非常 に 少 ない 。

そ の 頃台 湾 を す で に 占拠 して いた 原 住 民 の数 は,ど れ ほ どで あ った の だ ろ うか 。 オ

ラ ンダ は1647-56年 に か けて,数 度 の戸 口調 査 を 行 な って い る。 中村 に よ れ ば,そ の 調

査 が 局 部 的 で あ った 年 も,ま た全 島 にか けて 行 な わ れ た年 もあ り,さ らに 間 接 的 な 聞

き取 りに よ る推 定 も含 まれ て い るが,お よそ の見 当は つ け られ る とい う[中 村1936]。

もち ろん 未帰 順 の原 住民 に つ い て は,聞 き取 りに す ぎな か った であ ろ う し,未 知 の 村

も多 くあ った。 こう した 限 界 を 考慮 して,1650年(永 暦4年)の 全 島 調 査 で は,315

5)1636年,オ ランダが台湾経営の基礎固めを終え,繁 栄期 にさしかか った とき,大 陸では清朝

が興 った。そ して,清 朝の南進に伴 って,南 部ではあちこちに戦 乱が起きた。さらにあい次 ぐ

飢謹に見舞iわれ,困 窮 した住民が台湾に難を避 けてや って来た[伊 能1902:28]。

6)中 村 によ ると,オ ランダ東 イ ンド会社 は,バ タビアの植民地制度に倣 って,す べての村落 に

在住する漢人を3カ 月 ごとにゼーランデ ィア城 に出頭せ しめて許可証を更新させ,そ れによ っ

て人頭税を納入させていた。そ して,こ の入頭税 は,地 場諸税の中で全体の5,6割 を占める

重要な財源であ った[中 村1964b:1-2]。 また伊能によると,こ の税は7才 以上のすべての人

に課せ られて いた とい う[伊 能1902:29]。
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っ村,15,249戸,68,657人 となている7)。 これを上記の外国人居住者の人口と比較す

ると,中 村によるその最少推定漢人人口をとっても,オ ランダ人の支配が直接,間 接

におよんだ原住民と漢人の人口比は,2:1と いう計算になる。これら漢人の入植者

の多 くは西南部の限られた地域に居住 していたとしても,こ れはかなりの人口圧で,

その入植地の最前線近 くでは,原 住民は同化か後退かの選択を迫 られていたことは想

像にかたくない。

2・3.鄭 氏 時 代(1661-1683)

オ ラ ンダ統 治 に代 って 台 湾 を支 配 した 鄭 氏0族 は,農 業 開拓 を最 優 先 政策 と して,

未 開拓 地 域(r蕃 地 」 と称 され た)の 開 発 に 乗 り出 した 。 彼 らも また,一 方 で 抵 抗 す

る原 住 民 を 武 力 で討 伐 しなが ら,他 方 で 彼 らの 漢 人 社 会 へ の 同化 策 を 採 った[伊 能

1904:66-65]。

この と き,大 陸の 清 朝 は,鄭 政権 を 孤 立 させ るた め に,福 建,広 東,漸 江 か らの渡

台 を 禁 じる 政策 を採 って い た。 しか し,鄭 氏 の 積 極 的 な 開拓 民の 受 け入 れ に 呼 応 して,

密 か に 来 住 す る者 も多 くい た とい われ て い る8)。 オ ラ ンダ 当時 鹿 皮 と共 に 砂 糖 が 輸 出

品 とな る ほどに,甘 蕉 の 栽 培 が伸 びた が,鄭 氏時 代 に は米 も輸 出 され は じめた[伊 能

1965b:613-614]。 この事 実 は,開 拓 が急 速 に 進 ん だ こ とを証 して い る。 鄭 氏 父 子 三

代23年 間 に,オ ラ ンダ時 代 の 漢 人 の 集 中地 鳳 山か ら,南 へ は恒 春,北 へ は嘉 義,彰

化,薪 竹,さ らに 台 北 の0部 の 蕃 地 に まで 開拓 が 進 め られ て い った の で あ る[伊 能

1965c:274]。 しか し,漢 人 の拓 殖 は,海 岸 や 河 川 の 港 か ら上 陸 し,前 進 して い った

よ うで,図2に 見 る よ うに,そ の進 出 は海 岸 平 野 部 に 限 られて いた 。 鄭 氏 時代 す で に,

鳳 山方 面 の 山地 「偲 偏 蕃 」(パ イ ワ ン族 とル カ イ族 の 一 部 を含 む)や 南 部 恒 春 の 原 住

民(た ぶ ん パ イ ワ ン族)の"討 伐"を 行 な って い る事 実 は,南 部で は 山脚 地 帯 の 原 住 民

の 占拠地 に ま で 進入 を 試 みた こ とを裏 づ けて い る。

鄭 氏 末 期 の 漢 人 の戸 口は,お よ そ,3万 戸,15万 人 と推 定 され て い る[伊 能1965c:

275]。 オ ラ ンダ時 代 か らお よそ 数万 人 の 増 加 で あ る。 また,こ れ らの 新 来 住者 の 多 く

は男 性壮 青年 層 で,結 婚 相手 が少 なか った こ とが,深 刻 な社会 問 題 を 引 き起 こ し[中

村1936:lI8],恒 春 あ た りで は,原 住 民 の 女 性 と結 婚 し,開 拓 を 進 めて い た 漢 人 も

7)中 村 は全島を4区 に分けて概略を掲載 している[中 村1936:58]。 すなわち,北 部集会区,

南部集会区,淡 水地方 区,そ して卑南頁地方区(東 部)で あ って,前 の2集 会区が西部平野を

含む地域であ る。なお,東 部61村 のうち27村 は 「推定」 と書 かれている。

8)オ ランダ人 と貿易に従事 していた鄭芝龍は,漢 人を移住 させることに協力 し,移 住者には毎

人3金1牛 を与えて数万に も及ぶ閲の畿民を台湾に移住させ,荒 地を開拓 させた[伊 能1902:

159]。 ・
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少 な くな か った[伊 能1902:108]。

2・4.清 朝 時 代(1684-1895)

鄭 氏 を 征 服 し,台 湾 を福 建 省 の 管 轄 下 に お いた 清 朝 政 府 は,移 住 民 が増 加 して,大

陸 の 脅 威 とな る ことを 恐 れ,引 き続 き渡 台 を禁 じる政 策 を 採 った。 そ して,貿 易 に 従

事 す る者 に 薄 して は,厳 重 な検 査 の上,許 可 書 が 与 え られ た。 しか し,大 陸 で の 戦 乱

や 飢 謹 の た め,多 くの 貧 民 が 農業 開拓 民 と して 渡 台 し,そ の禁 令 は空 文 同然 で あ った。

そ の 結 果,漢 人 人 口は 増加 し続 けて い た[伊 能1902:160-161]。 その 後 も漢 人 の 台

湾 移 住 の 勢 いを 止 め る こ とが で きず,政 府 は1760年(乾 隆25年)つ い に この 禁令 を 廃

止 した。 しか し,そ の 間 数 回 に わた って 移 住 の 禁 を 強 めた り,緩 めた り,そ の対 応 に

苦慮 して い る9)。

清 朝 時代 の漢 人 人 口に つ いて,伊 能 は文 献 資 料 を基 礎 に 詳 細 に分 析 してい る[伊 能

1965b:233-242]。 以 下 これ を要 約 す る と,清 朝 の 戸 口調 査 の 制 度 が 台 湾 に お いて も

適 用 さ れ,「 一 定 の 室 家 あ る者 に限 り」 これ を 対象 に,5年 ご とに 調 査 を行 な う こと

に な って い た。 そ して,「 客 戸 流 寓 並 単丁(独 身)」 は 除外 され た 。 最 初 の 調 査 は,清

朝 の 台 湾領 有 当初 の1684年(康 煕23年)で,12,727戸,16,820人 で あ った。1691年

(康 煕30年)に は 「戸 数 同前,人 口630人 増 加 」 とあ り以 後,5年 ご との 調 査 で は,「 戸

数 同前 」,人 口 は増 加分 だ け記 載 されて い る。1711年(康 煕50年)に は 戸 数 に変 化 な

く・人 口18,827人 を数 え て い る。 以 後 この年 の戸 口数 を 常 額 と し,こ れ が賦 役の 課 せ

られ て い た公 認 の 数 と され た の で あ る。 当 時 も流 民,欺 隠の 民 も非 常 に 多 く,実 数 を

把握 す る こと は困 難 で,精 密 な調 査 は行 な わ れ なか った 。 実 際 は この 数 を は るか に上

回 って いた に違 い な い。 伊 能 は10数 倍 に も及 ん だ の で は な い か と推 定 して い る[伊 能

1965b:235]。

そ の後1世 紀 を 経 て,1811年(嘉 慶16年)の 調 査で は,241,217戸,2,003,861人 と

され,こ の 間 の 人 口増 加 は顕 著 で あ る。 これ は,1760年(乾 隆25年)「 渡 台 の 禁 」 が

解か れ た ことに よ る もの で あ ろ う。 続 い て台 湾 が福 建 か ら独 立 して1省 と な った1887

年(光 緒13年)に 行 な わ れ た調 査 で は,507,105戸,2,545,731人 と あ る。 さ らに,19

05年(明 治38年),日 本 領有 後 の最 初 の戸 口調 査 に よれ ば,漢 人 人 口 は2
,979,016人 で,

清 代 の 調 査 が正 確 性 を欠 いて い た こ とを考 慮 して も,依 然 増 加 し続 け る漢 人 人 口の 実

態 を示 して い る。 した が って,清 朝 の台 湾 領有 当初 の 人 口を15万 人 と想 定 す る と,約

9)最 初の渡航禁制は1684年 に出された。1732年 には禁 を弛 めたが
,1740年 に再び禁止 した。 しか し

1745年,再 度禁 を弛め,1747年 にはまた禁止,そ して1760年 にようや く禁を鯉いた。その

後禁令が敷かれる ことはなか った[伊 能1902:168-170]。
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200年 余りの間に,そ の人口は20倍 も増加 したことになる。 他方,原 住民の人口は,

減少はして も増加することは考えられない。1886年(光 緒12年),社 商または通事か

らの聴取に基づいた調査として報告されているところによれば,熟 蕃の人口は148,47

9人[伊 能1965b:242]と なっている。 これに大正9年(1920年)第1回 国勢調査

に基づく生蕃の人口約15万 人を加えると(大 きな人口増減がなか ったと仮定 して),

およそ原住民は漢人の1割 ということになる。つまり清朝200年 間に原住民と漢人入

植者 との人口比率は,逆 転 して しまったのである。こうした爆発的な人口増加は,主

として漢人の入植者数の増加によるが1農 作物の増産による自然増加や,原 住民との

婚姻(法 制上は禁止されていた10)),ま た原住民の漢化による漢人人口への編入など

も,そ の要因であったと考え られる。

伊能は清代における漢人の開拓を4期 に分けて,地 域を示 しているが(図2参 照),

それぞれの時代の主要開拓地を挙げておこう。第1期,す なわち康熈 ・雍正年間には

台西平原2地 域が開拓 された。1つ は,閾 人による台北平原であり,い ま1つ は零人

による下淡水渓流域平原であった。第2期,す なわち渡台が解禁になり,漢 人人口が

著 しく増加した乾隆年間には,台 北平原か ら,さ らに東部の宣蘭平原のカバ ラン居住

地域に及び 〈本誌所収の清水論文参照〉,台 北平原を貫流する淡水河の河口には貿易

港八里分 口が開かれた。続 く第3期 の嘉慶 ・成豊年間になるとT山 間盆地の捕里の原

住民居住地区を侵略,激 しい抗争の末,こ こに市街地が形成されるに至ったのである。

最後の第4期,つ まり同治年間には,台 東平原への入植が始まった。それ以前にも漢

人はすでに台東地方に往来 し,交 易に従事 していたが,永 住する者はいなかった。 こ

うして,清 代末までに,山 地原住民の居住地以外のほぼ全域に漢人の拓殖が進んだの

である[伊 能1965b:160-178]。

こうした拓殖は,随 所で漢人と原住民の抗争を引き起こしたのは当然のことである。

18世紀初頭には,南 部においては,山 麓地帯にまで漢人が進出したことが,文 献上明

らかである。「……此より前,大 山の麓人敢えて近づくなく,以 為 く,野 蕃殺を嗜む

と,今 や群りて深山に入り,蕃 地を雑耕し,殺 さるると錐も畏れず,甚 だしきは偲編

内山 ・台湾山後の蛤仔0,崇 交 ・卑南頁等の社に至るまで,亦 漢人の敢て其地に至り

て,此 と貿易するあり,生 聚日に繁 く,漸 く廓 く,漸 く遠 し,禁 を励ますと錐も,止

めしむること能はざるなり[伊 能1965c:304]」 という状況であった。 そして,開

拓が禁止されていた地域にまで及んだため,政 府は治安維持に苦慮 し,1729年(雍 正

10)民 蕃結婚禁止は大陸における漢人と苗族との結婚を禁止する法令,す なわち 「民苗結親令」

に準じて規定された。しかし,現実には,こ れを禁止することは困難な情況で,官 吏もこれを
黙認せざるをえなかった[伊能1904:563-565]。
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7年)蕃 界 への 進 入 を禁 止 したが,そ れ に もかか わ らず 漢 人 は蕃 界 を開 拓 し,交 易 も

行 な って いた 。 た び重 な る禁 令 や 防隆 の 制 度 も 守 られ ず,治 安 は 悪 化 して い った。

原 住 民 に 対す る同 化 や 隔 離 政策 も 非 常 に 消極 的 な もの で しか なか った。 特 に19世 紀

に入 ると 官吏 の 腐 敗 は著 し く,原 住 民 政策 に まで 及ば なか った11)よ うで あ る[伊 能

1965c:472-478,1965a:758-771]。 こ う した 清代 の 情 況 を 考慮 す るな ら
,漢 入 と原

住 民 との 間で 密 か に 行 な われ て い た交 易 は,か な り小 規 模 な もの で あ った と思 わ れ る。

次 章 で 改 めて,こ の 交 易 の問 題 を 取 り上 げ る。

3.漢 人 と原住民 との交易

渡台 した漢人の多くは農業移民であったが,『 台湾府志』に見えるように,プ ロヴ

ィンチアやゼーランディア(後 の赤嵌棲)両 城外には市場が立ち,オ ランダ領有当時,

すでに商業の発達を無視することはできないほどであったと,伊 能は指 摘 して いる

[伊能1965c:1]。 漢人 と平地原住民族との間の交易については,一 方では政府に公

認された制度的機構があ りながら,他 方では非公認の商人に委ね られていて,こ れを

監督する立場にあった官吏 も,違 法や違反を厳 しく取り締ることはしなかったのであ

る[伊 能1965c:14]。 山地原住民との交易は,ま さにこうした非公認の商人によっ

て行なわれることが多かったと考えられる。また,漢 人の進出による平地原住民の漢

化や山脚地帯への移住が進むにつれて,彼 らの山地原住民への接触を容易にしたであ

ろう。以下,ど のような制度のもとで,ど のような品物が,ど のような経路で流れて

いたかについて,ま とめてみる。

3・ユ.交 易 制 度

オランダは,貿 易品として一番重要な台湾特産の鹿皮や籐を原住民から集めるため

に・ 朕社の制度をとった。 この制度は,東 イン ド会社の厳格な監督のもとに,朕 社

(すなわち委託された村落請負い)の 商人(「社商」)に これらの貨物の集積を委託す

11)「各省吏治の壊(あ しき)は 闘に至 りて極ま り,閾 中吏治の壌は台湾に至 りて極あ る。然れ ど

もなおこれ民な り,な お これ官な り。あに(登)そ れ治むべ きの民無 く,用 ふべ きの官無 くし

て,卒 に手を束ねて策無 きに至 る者 な らんや。」 と道光年代に書かれた文章 に記されて い るよ

うに[伊 能1965a:769],福 建 か ら送 られて くる官吏の無責任 と腐敗が,反 乱の原因 とな って

いた。そうした情況 が,台 湾では 「三年小反,五 年大反」の諺で表現 され,土 匪の反乱が絶え
なか った。1721年(康 煕60年)朱 一貫 の乱の後,保 甲制度を施行 し,住 民に治安維持,戸 籍,

収税 などの任務 に当らせたが,徹 底されず,有 名無実の状態 とな って いた[伊 能1965a:758-

771]。
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るというものであった。委託された社商は漢人で,彼 らは特許を与え られて原住民と

の交易に従事し,膜 税,す なわち交易税を会社に支払つていた。また,原 住民との交

易には,金 銭は用いられず,社 商は原住民の欲する物品と交換していたのである[伊

能1904:38-39]。 原住民が入手 した物品については後述するが,こ うした物々交換

による交易は清朝において も行なわれ,原 住民の間に貨幣経済が導入されたのは,少

な くとも日本の台湾領有以後のことである。

また,漢 人と原住民の争いを防ぎ,交 易が進められてい くためにも,原 住民を会社

の支配下に置 くことが必要であった。オランダ人の記録には,当 時原住民の村には,

首長のような政治的指導者は存在 しなかった[CAMPB肌Ll903:18]。 そこで会社は,

帰順 した村の長老の中から首長を選び,彼 らに村人を監督させ,官 命を布告させ,そ

の代償として彼 らに衣服や籐杖,織 布などを与えた[CAMPBELL1930]。 さらに,会

社は1645年,帰 順 していた原住民の村の首長を招集 して,評 議会を組織 し,毎 年1回

これを開くこととした。 この評議会の際,会 社への忠誠 と義務を果たすこととを誓わ

せ,種 々のモノを与え,盛 大な宴を設けて首長たちをもてなした[伊 能1904:35]。

これも外来品が原住民の手に渡ったもう1つ の経路であった。ただこうした制度が世

襲首長制の形成の契機になったのか,ま た与え られたモノが権威の象徴となったのか

は別に検討を必要とする(後 述)。

ここでスペインの台湾占拠について触れておかねばならない。台湾北部の基隆地方

は,0時 期(1626-42年)ス ペインによって占拠された12)。スペイン人は,基 隆に築

城 し,周 辺の原住民を帰順させ,漢 人と共に硫黄の採掘に従事させたり,ま た基隆港

に貿易に来た漢人に,原 住民から集積した鹿皮や籐,硫 黄 などを売っていた[伊 能

1904:53]。 当時この地域での原住民と漢人の交易の実態の一例を,伊 能はスペイン

宣教師の報告文か ら引用 している。

「キマゾン(基 隆渓)の 本渓より一支流あり。これに沿うてキバタオの部落に

たっすべ し八九の部落に分れ,多 く硫黄を産出す。冒険なる支那入はこの地に入

りて来たり土蕃に毛藍類及び装飾用の瑠璃珠,手 釧,鈴 の属を与えて,硫 黄と交

換し,首 斤の価,お よそ五両甚だ しきは一七両にて支那本土に売り出し,而 して

その土蕃よりこれを得 るには五百七十斤の硫黄に対 じて,わ ずかに一枚の藍を与

うるに過ぎず。その他鹿皮,及 び籐も重なる貿易品とし,中 には狡狛なる支那人

12)フ ィリピン群島を植民地支配していたスペインは,1626年台湾の東海岸を北上し,三 角か

ら基隆港に達し,こ こを占拠した。しかし,これに反接したオランダは1642年彼らを台湾から

追放した。スペイン人もまた貿易と天主教の布教に努めたが,わ ずか16年の占拠でその影響に
見るべきものはなかった[伊能1904:51-53】 。
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が 粗 造 の偽 品を 以 て,土 蕃 を欺 き,利 を食 らん とす る もあ り き。 又 淡 水 港 口に 近

き セナ ァ(Senah)の 蕃 地 に は,彩 しきマ ング ロ ー ヴを 産 し,支 那人 は これ を 貿

易 し,そ の 皮 百 斤 を 四両 にて 支 那 本 土 に搬 入 せ り[伊 能1904:54-55]。 」

鄭氏時代にも膜社の制度が踏襲され,社 商に鹿皮の各種を徴収させた13)。鄭氏もま

た原住民に対して撫墾策をとり,帰 順 した原住民には14)各社(村)に 土官を置き,そ

の蕃社の頭人として,服 従を誓わせていた。そして,銀 碑,抱 帽,靴,煙 草,布 など

を与えていた[伊 能1965c:425-426]。

さらに,清 代においてもこの制度を踏襲 し,漢 人の社商が交易に当たり,帰 順 した

蕃社には,統 治役として土官を置いた。この土官は 「土目」(後 に頭目)と 称された。

彼 らには報酬として若干の煙草,布,砂 糖等が与えられた。また,蕃 地に出入 りして原

住民と交渉する者を 「社棍」,土 蕃と漢民族の仲介をする者を 「蕃割」,官の命令に従

つて統治するものを 「通事」 と称した。通事は地方の行政官であった[伊 能1965c:

426-427]。 通事の中には原住民の言葉に通じていた者もいて,原 住民との交渉に重

要な役割を果たしたようである。例えば,康 熈32年(1693年)頃 には,こ うした通事

を介して,阿 里山の山中の原住民の村に,膜 社の商人が毎年小舟を用いて往来 し,布,

煙草,塩,砂 糖,鍋,釜,農 具を満載 して行って,こ れ らを鹿肉や鹿皮と交換 してい

た[伊 能1965c:327]。

しかし,前 述 したように,清 代には官僚の風紀が乱れ,こ の地方官僚組織は十分機

能せず,不 公正な取り引きも横行 していた。

「社 商 … … 工本 を 出資 して,蕃 地 を朕耕 し,か つ 番 人 と貿 易 し,こ れ が代 償 と

して蕃 課 の 包 弁 を な す にあ り、 しか もその 下 に社 丁(即 ち社 棍,俗 に 蕃 割 と 呼 ぶ)

あ り,社 寮 を 蕃 界 に設 けて,常 に蕃 人 との 交渉 に 当 り,お よそ蕃 貨 貿易 の 利 益 は,

挙 げ てか れ らの 聾 断 に 帰 す るの 姿 を 致 し,加 うる に通 事 はそ の 背後 の股 肱 た るの

位 地 を 占 め,公 然 と して 私嚢 を肥 や す を 得 た り。 否 しば しば通 事 の手 に社 商 の 事

を 行 うの 特例 す ら,黙 認 せ らる るの 実 あ りた り き。 此 等 の 通 事 及 び社 商 社 丁 等 は,

当 初地 を 限 りて 帰 附 熟 化 の 蕃界 にの み 出入 した り しが,漸 次 に生 蕃 の 区域 に 及 び

13)中 村は,台 湾産の鹿の種類 について,往 時日本 に送 られて き た大 鹿 は 水 鹿Cervus(Rusa)

unicolor Swinhoii(Sclater),小 鹿 は,キ ヨンMunticus reevessi micrurus(Sclater),そ の他タイワ

ン鹿は現在 ほとん ど絶滅に瀕 した花鹿Cervus(Sika)taiouanus Blythで あろうとしている[中 村

1953:111-112]。 また,濫 獲 によ って鹿 が激減 し,1640年 か ら3年 間その保護に努 めた[中 村

1953:116-117]0

14)熟 蕃たる要件と して は,i)官 府に対 して柔順なる こと,ii)官 府 に租税を納付す ること,iii)

公役に服す ること,そ してその公役 とは(a)公 文 の逓送(b)文 武官のための輿籠や荷物 運び

の労役(c)舟 船の牽 挽,な どで あ った[伊 能1965c:433-435]。
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たりしは事実に して,た めに蕃界の滋事を誘 く情弊また甚だしきものあ りしが如

し[伊 能1965c:435]。 」

ともあれ制度上は,オ ランダ時代から清代末まで一貫 して漢人の社商に原住民との

交易が委ねられていたのである。

3・2.鹿 皮 交 易

原住民との交易の最大の 目的は,鹿 皮の集積にあったので,こ こで鹿皮交易につい

て,ま とめておきたい。最初に引用したように(2.1参 照),17世 紀以前すでに漢人が

磁器,布,塩,銅,装 身具(管 環)な どをもって,鹿 の肉や角と交換にやって来てい

たことが記されている。 しか し,平 地原住民の中にかなりの外来品が流れ込んだのは,

オランダの鹿皮貿易がその契機になったことは,多 くの研究者が認める事実である。

当時,社 商の活動舞i台は,ま だ台南から鳳山にかけての原住民地域であったと推測さ

表1台 湾産皮革舶載表(オ ランダ船による)[中 村1953:ll9]

年 次1各 種 鹿 皮 1大 鹿 皮1山 報 障 皮

枚 枚 枚 枚
1634 111,840

1638 151,400 5,116(斤)

1641 51,060*

1642 19,140十A 1,150 1,330

1643 61,580 3,2ユ2(斤)+A 550

1644 39,020 41,547(斤) 1,764

1649 27,250+A

1650 82,874

1651 43,530 400 1,010

1652 91,572 6,920(26,360斤)

1653 54,700 2,000

1654 27,240 4,880

1655 103,660 8,000(31,995斤) 1,274 450

1656 73,022(含 大 鹿,山 羊)

1657 60,344 5,336 3,443

(含 コルトバ ン)
1658 94,474 6,380 4,937

1659 73,110 15,400

1660 64,898(含 大 鹿)

1661 2,180 600

*な ほこの年官人一官の持来つた皇潜鹿皮2
,050枚 あ り

備考 各種鹿皮の内には大鹿皮,山 羊皮,樟 皮等を含めたもの もあ り得 る。

尚 この表以外の年次で もかな りの憂湾鹿皮類の舶載を見て居 るが,数 量

不明のものは原則と して除外 した.
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れ る。 また,未 帰 順 の原 住 民 領 地 に もす で に帰 順 した原 住 民 を 仲介 と して,鹿 皮 の 集

積 が行 なわ れ て い た で あ ろ う。 そ れ は,当 時 の鹿 皮 の産 出量 に よ って 推 測 され る。 し

か し,山 地 原 住 民 に は そ の影 響 が,い ま だ 及 ば な か った と考 え て よ い。

オ ラ ンダの 鹿 皮 貿 易 を詳 細 に 研 究 した 中 村 に よ れ ば,台 湾 占拠 の年,す で に 日本 に

向 けて1万8千 万 枚 の鹿 皮 が 積 み 出 され て お り,そ の翌 年 に は2万 枚(別 の 資 料で は

20万 枚)と も数 え られ る鹿 皮 が 集積 され て い た[中 村1953:104,106]。 正 確 な年 次

産 額 は わか らない が,中 村 は大 体 毎 年10万 枚 前 後 と推 定 して い る[中 村1946c:69]。

ま た,産 出量 の 明 確 に で きる もの と して,彼 が リス トして い るだ けで も,1634年 か ら

1660年 にか けて の26年 間 に123万 枚 を は るか に 越 えて い る。(表1参 照)・

当時,原 住 民 は ま だ 弓矢,槍,わ な を用 いて 狩 猟 を 行 な って い た[CAMPBELLl903:

13]。 オ ラ ンダ は,原 住 民 に狩 猟 具 を 与 え て,捕 獲 量 の増 加 を図 った[中 村1964c:

70]。 しか し,ど の よ うな狩 猟 具 が 与 え られ た の か 明 らか で な い。 た だ,1628年 に 荷

揚 げ された 貨 物 の 中 に,多 量 の 刀,銃,矛,刃 物(soap-knives)が 含 ま れ て い た

[CAMPBELL1903:40]こ と は注 目すべ きで あ る。 また,会 社 は漢 人に も自 ら蕃 界 に

入 って狩 猟 を 行 な う こと を 許可 して い た 。 そ して,彼 らは進 歩 した わ なを 仕 掛 け,原

住 民 に 比 して,は るか に大 量 の鹿 を捕 獲 した の で あ る。 こう した乱 獲 が1630年 後 半 に

な って,資 源の 枯 潟 を 招 き,一 時 禁 猟 に もな った[伊 能1904:38-39]。 オ ラ ンダ 時

代 の 莫大 な鹿 捕 獲 量 の う ち,原 住 民 の捕 獲 した 鹿 が,ど れ ほどの 割 合 を 占 めて いた の

か わ か らな い。 しか し,当 時 の 漢 人 人 口 か ら推 察 して,原 住 民 の貢 献 と,そ れ に よ っ

て 彼 らが入 手 した 外来 品 の 量 は 無 視 で きな いで あ ろ う。

3・3.山 地 原住 民へ の外 来 品の流 れ

清代乾隆年間(18世 紀中葉)に 入ると,漢 人の拓殖が山脚地帯にまで進み,ま た平

地原住民も漢人に圧され,漢 化されながら,居 住地を山脚地帯にまで移 して来ていた。

原住民との接触の機会が拡大されていったことはすでに明らかである。そうした情況

の中で,漢 人や漢化された原住民が,小 規模であっても,行 政地区の境界を越えて,

交易を行なったり,ま た逆に山地原住民が塩や農具など生活必需品を求めて,平 地に

出て くることもあった。こうした交易は互いにかなりの危険を伴っていた。 しかしそ

れ以前,18世 紀初頭には,漢 人は,こ うした危険を顧みず,す でに交易を行なってい

たことを伊能はさまざまな歴史資料か ら明らかにしている[伊 能1965c:304-328]。

例えば,

「康煕三十二年,陳 文 ・林侃等の商舶風に遭ひ,其 虜に瓢ひ至るあり,住 居年
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を経,略 々蕃語を知 り,始 めて能 く其港道を悉せり,,_に 於て難籠の大通事頼科

・溜冬等前往招撫 し,遂 に皆化に智び阿里山に附し餉を輸す,毎 歳膜社の人小舟

を用ひ,布 姻堅糖鍋釜農具を装載して往き,與 に貿易す,蕃 は鹿哺筋皮を以て之

を市る,皆 物を以て物と交 し,銀 鏡を用ひず,0年 に止々一往返するのみと云

(紀毫湾山後崇交八社)[伊 能1965c:327-328]。 」

他方,原 住民も自ら,山 脚地帯に現われ,彼 らの必要とする物を漢人や平地原住民

との交易によって入手 していたようである。例えば,阿 里山中にある崇交八社(ツ ォ

ウ族の村)か ら,夏,秋 に未帰順の原住民が独木舟で,土 産の鹿肉,通 草水,籐 など

を載せてやってきて,近 社のあた りで漢人と交易を行なったことが記されている[伊

能1965c:327-328]。 また,西 南部の鳳山山脚地帯では,原 住民が山から降りて来

て,火 を焚き,そ の煙を合図に交易を行なったという記録を読んだことがあるが,今

その出典を探 し出せないでいる。 しか し,こ うした交易の実態を知る資料は少なく,

今後の課題としておきたい。

さらに,山 地へのモノの流通を考える上で重要なのは,原 住民と漢人との婚姻であ

る。原住民と外来者との結婚は,す でにオランダ支配の時代に行なわれていたが15》,

鄭氏時代から清代にもこの慣行は継承された。 清代初期には,「 主に熟蕃に対して行

われていたが,後 に生蕃の間にまで及んだ[伊 能1918:24]」 ようである。 社商や

通事の中にも原住民の女性を妻や妾とした者が多かった。 『台湾府志』には 「近 日,

蕃女の漢人牽手する者多 く,(中 略)媒 酌聰取 し,文 また煩を加えり(南 路鳳山熟蕃)。

帰化の蕃女,ま た漢人と妻室をなす者あ り,往 来倍々親密なり(南 路鳳山偲偏蕃)。

螂嬌の一社は,漢 人と婚をなすを喜び,青 布四匹,小 鉄錨一口,米,珠,勧 許を もっ

て聰となす。期に臨み,牲 醒を備へ,こ れを所親および仕官に白し,婚 を成す。(南

路鳳山螂驕番)[伊 能1918:23-24]」 という状況であった。(な お螂嬌は恒 春の 旧

名でここの住民はパイワン族である。)

但能は・また,平 地原住民社会の多 くは漢化以前には母系制社会ではなか ったかと

考えられるという。その根拠は,「 蕃俗,女 をもって家を承 く,お よそ家務は,こ と

ごとく女をもって主とす(『 蕃社采風図考』の 〈耕田〉)」という記述で,こ の説明に

は,い くぶん疑問が残り,漢 人男性は婿として家に入 り,家 務を左右する便宜を得た

ことは事実のようである。そして,頭 目を世襲する家格のある女子と結婚 した場合に

15)原 住民女性と外来者の結婚は,す でにオランダ時代に,「宣教師は伝道を終生の業となし,

当地の女子と結婚し,こ こに永住の計をなさんことは,最 も望む所」という宣教師カンデヂウ
スの意見に明らかである[伊能1918:23;CAMPBELL1903:25]。 彼らもまた貿易と天主教

の布教につとめたが,わ ずか16年の占拠でその影響に見るべきものはなかった[伊能1904:
51-53]。
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は,頭 目の 権 能 を行 使 す る ことがで きた の で,し ば しば 利 欲 を 目的に 自 ら進 んで 蕃 婦

と結 婚 した と記 されて い る[伊 能1918:24]。

男 側 か ら女 側 に渡 さ れた 婚 資 と して,青 色 の 布,小 さい鉄 鍋,米,珠 な どが用 い ら

れ て い た こと は,上 の 記 述 で 明 らか で あ る。 ま た,富 め る者 と貧 しい者 とで は,そ の

量 的 差違 は大 きか った で あ ろ うが,前 者 は7,8枚 の ス カ ー ト,漢 人 の衣 服,3,4

百 個 の腕 輪(竹 製),10～20個 の 指 輪(鹿 の 角 製 また は,金 属製),布 な ど,ま た 貧 し

い者 は,竹 製 の 腕 輪 と3枚 の ス カ ー トとい う記 述 もあ る[CAMPBELL1903:18]。

平地 人 と 山地 人 との 結 婚 は,単 に 婚 資 と して 外 来 品が 山 地 に入 った だ けで な く,入

り婿 と して の 漢 人 が,非 公 式 に交 易 に大 きな 役割 を 果 た して い た こと は疑 い を 入 れ な

い。

3・4.山 地 へ流入 した交易 品

す で に どの よ うな経 路 を 通 って,交 易 品が 原 住 民 社会 に 流入 した か を 述 べて きた が,

こ こで 南 部 山地 を 占拠 して きた パ イ ワン族 を 中心 に,外 界か ら流 入 した 交易 品 を整 理

して お きた い。

漢人 が 山地 に もた ら した 交 易 品 の 多 くは,農 作 物 と塩 を 除 い て,多 くの モ ノ が大 陸

か ら輸 入 され て い た(表2参 照)。 そ の こと は,『 台 湾 府 志 』 に も明 らかで あ る。 す な

わ ちそ こに は,「 潭 州 か ら縣 線,潭 紗 舅絨,紙 料,煙 草,布,薦 草,甑 瓦,小 杉 料,

鼎 蟷,雨 傘,柑 柚,青 果,橘 餅,柿 餅,ま た泉 州 か ら磁 器,紙 張,興 化 か ら杉 板,甑

瓦,福 州 か ら大 小杉 料,乾 筍,香 菰,建 寧 か ら茶 を 載 せ て来 た。 帰 りに は,米,麦,

寂 豆,黒 白糖,錫,蕃 薯,鹿 肉を 積 ん だ[蒋 英他 〔編〕1985:2257-2258]」 と記 さ

れ て い る。 この ほかに も農 具 や 刃 物,鍋,釜,銃 な どの 鉄製 品,ま た 金,銀,珠 な ど

表2三 効輸出入貨物[台 湾銀行経済研究室〔編〕1957:82]

轟 輸 出 貨 物 輸 入 貨 物

北 郊
白糖,鹿 肉,姜 黄,樟 脳,硫 黄,煤 炭 綱織,火 腿,羅 紗,絹 布,紡 葛,縣 線,棉花

,藥 材及天津姻塁上海的雑貨,紹 興酒

南 郊

董,青 糖,豆,魚 膠,麻,魚 翅,蕃 子,豆 餅
,米,牛 角 骨,乾 筆

福州潭州生厚煙,泉 州棉布,潭 州藥材,
泉州磁器,永 春葛,龍 巖紙 潭州條縣 煙,
潭州縣線,福 州潭州杉木,泉 州深濾盤魚,香瀞

年咽,潭 州雑貨洋布,廣 東雑貨鴉片,潭
州泉州樽瓦及雑貨

港 郊 豆 餅,乾 箏,豆,麻,米,菩 子,青 糖,

萎
豆餅,乾 筆,豆,麻,紙,著 子,米,萎,青糖

録自壷南州共榮會編 「南部憂湾誌」。其中港郊的輸出入貨物幾乎完全相同,未 知何故。

285



国立民族学博物館研究報告別冊14号

の装身具には,オ ランダ人や漢人が貿易によって,周 辺地域から得たものも含まれて

いたであろう。ここでは,日 本領有当時,パ イワン族が保有していた主な外来品を検

討 し,彼 らの社会生活に与えた影響について考察 したい。 これらの外来品の多 くは,

同じく首長制をもつプユマ族やルカイ族に共通するが,こ こではそれらとの比較には

言及 しないことにする。

a)衣 服

木綿布が貨幣に代わるものとして交易に用い られていたことは,す でに述べたよう

に明らかである。日本統治の時期には,平 地か ら入手した無地の木綿布が,ヤ ミ族を

除 くすべての原住民の衣服に用い られていた。これまで伝統的なパイワン族の衣服と

して収集されてきたものは,青 または黒地の木綿の布を用い,漢 人の衣服に似たもの

である。(写 真1参 照)ま た,木 綿布だけでなく儒子やベルベットもわずかながら用

い られていた。

すべての台湾原住民の もとで伝えられて きた後帯機による機織りや,こ うした織布

で作った直線裁断の貫頭衣あるいは袈裟衣(貫 頭衣に筒袖が付いた衣服)や 女性の腰

a.男 子上 衣"iton"

b.女 性上衣
,,``

「onpaw

c,男 性 短 袴"tsebut"

d.女 性 長袴"kown"

写真1パ イワン男女衣服[国 立民族学博物館所蔵標本 〔松澤員子撮影〕]
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a.男 子便服

図3清 代官吏衣服

b.男 子官吏上衣

[上海市戯曲学校中国服装史研究組〔編著〕 1984:190-191】

巻 きは,彼 らの 伝 統 的 衣 服 で あ り,か な り古 くか ら伝 え られ て きた と思 わ れ る。 また

繊 維 と して は 苧麻 が利 用 され,山 地 で は これ を 近年 まで 栽 培 して い た。 しか し,機 織

りの 技 術 や 苧麻 の 栽 培 が い つ 頃 か ら始 ま った の か は 不 明で あ る16)。木 綿布 が交 易 品 と

16)岡 村 と張 は,台 湾原住民は獣皮 と樹皮を叩いて作 る不織布 が古い衣服で,機 織 はその後 に導

入 されたので はないかと考えて いる。ただ,機 織 もかな り古 くか らあ った ようで,パ イワン族
や ピューマ族では山野に 自生す るヤナギイチゴ(DedregeasiaWebb)の 樹皮よ り得た繊維を 撚 っ

て,織 布を作る。これは台湾で独 自に発生 した文化か もしれな いが,大 陸系文化 の一部が台湾
に残 されている とも考え られるとい う。また,山 地で一般に用い られてきた苧麻 は,蘭 娯以外
では 自生せず,栽 培 されたもので あ るか ら,こ れ も後 に受容 されたものであると考えて いる

[岡村 ・張 ・1968:14-17]。 なお,『台湾府志』 に,「 棉布,苧 布,麻 布(以 上三種倶不多産)

卓文文(番所織蔑也)毛 被(倶 番婦剥樹皮和獣毛織成),達 父紋(番 所織布名以苧為之番毯),(以
上四種 倶詳番俗)以 上幣之属[蒋 英他〔編〕1985:2259]」 とある。筆者(松 澤)は ,こ うした機織技術がオ

ランダ以後に受容 された ものではないと推測 して いる。また,原 住民 の伝統 的な

染色技術 について は,岡 村 と張 の説明を参照 されたい[岡 村 ・張1968:18]。
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して入る以前には,こ うした織布や鹿,山 羊,差 などの獣皮が一般的な衣服であった

に違いない。

また,『 台湾府志』の諸羅縣の原住民(た ぶんシラヤ族)に ついて記された部分に

「蕃婦は自ら狗の毛や苧麻で布を織る。糸は茜草で染め,目 を奪うような文様を織り

出す。 これを達業紋という[蒋 英他 〔編〕1985:2259]」 とある。 今日我々の知る

優美で精緻な伝統的パイワン族の織布技術が,平 地原住民か ら伝えられたのかどうか,

平地原住民の織布がほとんど残されていないのではっきりしないが,こ うした手の こ

んだ織布は貨幣と して,ま た特定の階層に用いられたに違いない。そのことは漢籍に,

鳳山県山猪毛等(帰 化社)〔山脚地帯のパイワン族一 筆者注〕の習俗として,「 男女

披髪裸身,或 いは鹿皮で体を蔽う。富者は偶 く蕃錦,咬 の属を用う。能 く樹皮を績い

で布と為す[岡 村 ・張1968:16]」 とあることからも窺い知ることができる。

平地か ら織布や色糸,色 毛糸が入 り,ま た刺繍の技術や,漢 人服のスタイルが伝わ

ると,こ うした外来品や技術を用いて作 った衣服は,首 長やその家族という特権階級

にのみ着用が許された。一般平民が,平 地か ら入手 した無地の木綿布を用いて,首 長

の衣服と同じスタイルの ものを着用するようになったのは,比 較的新しいことなのか

もしれない。それは,清 代の中期になって,平 地部での漢人の開拓が進み,交 易品と

しての鹿が山地に求められなければならなくなって,相 当量の木綿布が流入した頃か

らと思われるからである。ここで注目しておきたいことは,外 来品である布や糸を用

いてあることや漢人服スタイルが,首 長の権威の象徴になったのではな く,1それにつ

けられた文様(百 歩蛇や人頭など)が 権威の象徴として用いられていた事実である17)。

この百歩蛇や人頭の文様が平地の原住民の間に も用いられていたのかどうか,今 は知

る手掛かりがない。 しか し,少 な くともそれが漢人文化の影響でないことだけは明白

である。

b)服 飾品

パイワン族の間で,服 飾品として最も高価と考え られているものにガラス玉があ り,

首飾りとして着用される。 このガラス玉が,交 易品として流入したのか,彼 らの祖先

が持ち込んだのかは,意 見の分かれるところである[CHENl968:357-366;宮 本

1957参 照]。 この種のガラス玉は,主 としてパイワン,ル カイ,ピ ユマの3種 族の間

に流布 してお り,他 にはあまり見られない。交易品として漢籍にしば しば現れる「珠」

が,こ のガラス玉を意味しているのかどうかも確かでない。宮本は 「各色贋珠」(『諸

17)パ イワン族の首長家では,家 屋の柱や梁,首 長やその家族の用いる匙,枕,椅 子,き せる

(煙管),木 製の桶や箱(呪 具を入れる),櫛 などに百歩蛇や菱型のうろこ文様,ま た人像や人

頭が彫刻されていた。
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羅 縣 志』)と あ るの はお そ ら くこの ガ ラス玉 で あ ろ う と い う。 そ して,明 末 か ら清朝

初 め に は 彼 らの間 に服 飾 品 と して用 い られ て い た が,そ の後 長年 の交 易 に お いて 徐 々

に そ の数 が増 え た の で あ ろ うと推 察 して い る[宮 本1957:308]。 この ガ ラス玉 に は

数 多 くの種 類 が あ るが,パ イ ワ ン族 に 間 で,最 も貴 重 な玉 は,mulimulitanと 呼 ば れ

る もの で,こ れ は古 い首 長 家 に しか見 い だせ ない 。 また,そ の 呪術 的力 が 信 じ られ,

祭 祀(paLisi )の 対 象 と な って い る。 その ほか に,ビ ー ズの よう な小 形 管 玉 が あ り(朱

・黄 ・緑 の 三 色),刺 繍 に使 用 され た 。 しか し,こ れ らの 玉 の 入 手 経路 が 明 らか に さ

れ な いの で,こ こで は これ以 上の 議 論 は 差 し控 え た い18}。

ガ ラス玉 の ほか に,金,銀(銀 貨),銅,ア ル ミボ タ ン,鈴,瑠 璃,子 安 貝 や 他 の

貝 類,ビ ーズ な どは 明 らか に交 易 に よ って 平地 か ら入 手 され た モ ノで あ る。 これ らは,

彼 らの 土 産 の 猪 や豚 の 牙,鷹 の 羽 な ど と組合 せ て,頭 飾 り,た す き,胸 当て な どに 用

い られ,ま た 指 輪 や腕 輪(銀,銅 製 が 多 い),首 か ざ りな ど と して も利 用 され て い る。

そ して,こ う した 交 易 品 を所 有 して い た の は,首 長 家で あ って,特 に西 南 部 の 古 い

村 々の 首 長 家 に 多 か った と伝 え られ て い る。 これ らの 外来 品 は,首 長 の権 威 を誇 示 す

る役 割 りを 果 た して い た が,モ ノ そ れ 自体 に 呪 術 的 な力 の信 仰 が あ った わ け で は な

い。

c)鉄 製 品

台 湾 原 住民 は製 鉄,製 銅 の 技術 を知 らなか った か ら,山 刀,小 刀,鍬,鎌,鍋(鋼

製 もあ り),や じ り(鎌),銃,青 銅 柄 付 き短 刀,そ の他 の鉄 製 品 は,す べて 交易 に よ

って 入 手 した モ ノで あ る。 ま た,鉄 片 を加 工 す る簡 単 な技 術 は もって い た ら し く,中

部 山地 の カ ピヤ ン社 で マ レ イ式 ブイ ゴ があ った と伝え 聞 い た こ とが あ る。 鉄製 品 は 昔

は大 変 貴 重 品 で あ って,彼 らの 間 で の交 換 に 貨 幣の代 わ りと して,ま た 婚 資 と して も

用 い られて い た。 他 の 交 易 品 と同 様 に,鉄 製 品 も首 長 家 で は数 多 く所 有 して い た と 伝

え られ るが,山 刀,小 刀,鍋 な どは,一 般 平民 家 で も,い つ の 頃 か らか 入手 して い た

よ うで あ る。 これ らの生 活 必 需 品 は,か な り早 くか ら パ イ ワ ン族,特 に 西 南 山地 の

村 々の 中 に 入 って い たの で は ない だ ろ うか 。

銃 は,日 本 統 治 の 頃 に は,ほ ぼ 各 世帯 に1丁 ぐらい ず つ保 有 され て い た よ うで あ る

[外 務省 条 約 局 法 規 課1964:249-250]。0ま た,『 理 蕃 誌 稿 』 に よれ ば,原 住 民 が 銃 を

入 手 した の は 乾 隆 中 葉 頃(18世 紀 後 半)で,樟 脳 や籐 を 採 集 しに 入 山 した 漢 人 が,原

住 民 との 和 睦 の な め に,彼 らの 最 も喜 ぶ銃 を 与 え た の で は な い か と いわ れ て い る[台

18)北 部のタイヤル族やサイシャ ト族,ま たブヌ ン族 にもあ る程度,白 い管玉が貴重品と して,

また祭祀の際の撰食 として用い られていた。 しか し,こ の管玉について もその入手経路 は明 ら

か にされて いない。
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湾総督府警察本署1918a:314-317]19)。 漢人との接触が早かった南部では,そ れよ

り早い時期に流入 したことも考え られる。それにして も短期間に多数の銃が原住民の

手に渡 ったことは,清 代末期の漢人の蕃界への無法な資源開発と原住民の略奪による

のではなかろうか。

こうした鉄製品も社会階層によって,所 有する量の相違はあっても,そ れ自体が権

威の象徴でなかったことは注目してよいと思う。ただ,鉄 には呪的な力があるという

信仰は,パ イワン族に一般的で,儀 礼の際には,巫 者が鉄粉を用いる。これは古 くな

った鉄鍋を叩いて粉に した ものである。鉄の呪力の信仰は,必 ずしもオランダ以降の

交易による鉄製品の入手と結びつけな くても,マ レイ式ふいごの存在は,広 くマレイ

世界の鉄の呪力の信仰と文化的関係を示唆していないだろうか・

ここで首長家に神聖な家宝として伝えられてきた青銅柄付き短刀について触れてお

かねばならない。 この青銅刀を研究 した鹿野忠雄は,古 い由緒ある村の首長家はどこ

で も保有 していたという[鹿 野1946:202]。 しかし,こ れ もまた流入経路について

は不明で,鹿 野は,パ イワン族が原住地で製作 し,台 湾渡来の際に携えて きたと考え

るほうが,渡 台後入手 したと考えるより妥当であ ると して いる[鹿 野1946:203-

204]。 そして,大 陸の ドンソン文化との関連を指摘 している[鹿 野1946:211-212]。

いずれにしても,現 在まで これを台湾の漢人から入手 したという指摘はない。

d)陶 磁器

パイワン族の首長家は,明 らかに漢人か ら入手 したとわかる陶磁器の壷と百歩蛇や

花文様,ま た幾何学的な文様の付いた古壺を保有していた[宮 原1936;任1960参

照]。 パイワン族は,こ れ らの壺をその形や文様によって,そ れぞれに名称を与えて

いる。漢人から入手 した壺は,首 長家だけでなく,ど この家で も所有 してお り,酒 の

醸造壷として,ま た水容器として生活必需品であったといわれている。また,婚 資と

しても重要な品の1つ であった。 しか し,首 長家の古壺は始祖からの伝来の物で,特

に中部か ら北西部地域の首長家では,彼 らの始祖誕生伝説と結びつけられて,伝 承さ

れている場合が多い。 これらの神聖な古壺については,そ の由来伝来を明らかにする

ことはできない。

以 上,パ イ ワ ン族 の 取 得 した 外来 品 と思 わ れ る もの につ い て 検 討 して きた。 そ こに

は1つ の 重要 な特 徴 を 見 出す こと がで き る。 す な わ ち,こ れ らの 外 来 品 の多 くは 首 長

家 に 集 ま って い て,平 民 家 に は 量 的 に少 ない こ とで あ る。 しか し,首 長 の権 威 の 象 徴

19)樟 や籐 は甫里以南には少 ない。特 にタイヤル族 の領域では,籐 ・樟 の伐採に入 ろうとする漢

人 とタイヤル族の間で殺傷 が繰 り返され たと報告されている[伊 能1904:465-466]。
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として,首 長家にのみ代々継承されてきたこれらのモノが,い かなる経緯で首長家に

もたらされたかという伝来時の事情についてはいずれも明らかではない。ただ しパイ

ワンi;般 の間では,こ れらのモノの由来に関して,な にや ら神秘的な故事が伝え ら

れている。 しか も,そ の多 くは百歩蛇や人像の文様を有するもので,始 祖伝説に関係

している点が注目される。 この文様は,彼 らの木彫や石柱に も刻まれ,首 長家にのみ

使用が許されていることは,今 さら言及するまでもない。ここでこれ以上この問題に

立ち入ることはできないが,筆 者としてはパイワン族の首長制は,始 祖から初生子

(男女にかかわ らず)に よって世襲される首長の呪術的力の信仰を基盤 として,漢 人

との接触以前か らすでに存在 したのではないかと考えている。確かに外来品の取得は,

首長家と平民家 との経済的格差を増大 し,そ のことによって政治的権力もある程度強

化されたに違いない。 しか し,首 長制自体は,そ れを契機に成立したとは考えに くい。

この問題については,目 下準備中の別稿で論じているので,そ の公刊を待ちたい。

4.む す び にか え て

本稿において筆者は初めて歴史資料に取 り組むことを試みたが,初 歩的ないわば入

りロの段階で原稿をまとめなければならなくなり,力 の不足を痛感 している。今後に

多 くの課題を抱えることになったが,膨 大な資料を少しずつ紐解いていきたいと思っ

ている。 また,台 湾のいくつかの小地域の詳細な事実を集め,そ れらを比較検討する

ことも,外 部からの圧力と政治統合という問題に迫るためにも必要であると考えてい

る。
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コメ ン ト

清 水 純

台湾における漢族と原住民諸族との接触が本格的に開始さ

れたのは最近数百年の出来事であり,文 献資料 としては古 く

はオランダ統治時代および清朝時代の記録,そ して近いとこ

ろでは日本の台湾領有時代の記録が参照できる。とはいえ,

これらの記録は,そ れぞれ書かれた目的も,内 容 も,ま た記

録者の視点や観察の細かさも異なるので,そ のままの形で利

用することはむずか しく,断 片的な資料を集めて再構成 しな

おすという根気のいる作業が必要となる。フィール ドワーク

に重点をおく我々人類学者は,こ のような文献資料による歴

史の再構成の仕事を後回 しにして しまいやすい傾向がある。

しかし,歴 史資料は,現 時点での観察に頼るフィール ドワー

クの不足分を補 って くれるものであ り,時 間の流れの中で変

化の問題を追うという,別 な視点を与えて くれる。 しか も漢

族社会の辺境に位置する台湾では,漢 族と原住民との接触の

問題を考える場合,過 去の記録の利用はとくに必要な手続 き

なのである。松澤論文はこのような基本的な作業に正面から
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取 り組み,さ らに今後の同様な研究の継続の可能性と必要性

を示 したという意味で注目に値する。

 本論文では交易を1つ の手掛かりとして考察が進められて

いるが,台 湾における交易の問題を考える際に,ま ず注 目す

る必要があるのは,山 岳地帯の高砂族よりも,む しろ,も と

もと平地に居住 し,外 来者と直接接触を していた平=哺族と総

称 される諸族である。開拓初期においては平塙族を仲介とし

て漢族商人か らの交易品が台湾内部での流通経路を確保 した

と推測される。 しかも,平 哺族の人々の漢化の歴史はそのま

ま台湾における漢族社会の拡大,発 展の歴史と重なる。その

なかにあって,農 民の入植に先立つ原住民との交易関係は,

漢族と原住民との関係発展史の第1段 階をなすものと位置づ

けられる。そのような意味からも,平 哺族に関する記録の集

成がもう少 し欲 しかったところである。

 ところで,評 者(清 水)は 台湾北東部の平哺族研究に関心

があり,こ れまでの研究から見て松澤論文に関して少し補足

すべき点があると思われるので以下に述べてみたい。

 本論文中に示 されたオランダ時代の交易について,平 地原

住民か らオランダ側に渡った品目の主なものが鹿皮であった

ことを,著 者(松 澤)は 指摘 している。確かに台湾西部の平

原地帯の場合は,原 住民の狩猟によって獲得される豊富な鹿

皮が交易に重要な役割を果た していた。 しか し,北 東部の宜

蘭平原においては事情はやや異なっていた。宜蘭平原ではオ

ランダ時代に,す でに原住民クヴァラン族の間で,稲 作がか

なりの程度で行なわれていた。そ してオランダの記録によれ

ば,宜 蘭の原住民と他地域の原住民との交易において,す で

に米が重要な品目となっていたのである。例えば 『バタヴィ

ヤ城 日誌』にはつぎのような記述がある。

 「カバランCabbalanに おいて もまた余る程の米および若

干の鹿皮あり。キマウリならびにサンチャゴの住民は彼らの

要する米を得んがため同所(注:パ リシナーンと呼ばれた宜

蘭平野の原住民の村)に 行き,こ れに対 して中国人が持 ち渡
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りて交換せる鉄鍋,カ ンガン布および他の粗悪なる布を与う

[村上1972:282]。 」

 ここで見るかぎりでは,漢 族商人が直接宜蘭地域を訪れて

商売をしたというよりも,む しろ基隆付近にあったキマウリ,

サンチャゴなどの村の平哺族(ヴ ァサイ族)が 漢族商人から

得た品物を持ってカバランすなわち宜蘭平野へ赴き,そ この

原住民(ク ヴァラン族)の 生産する米と交換していたのであ

る。

 1644年9月 になると,オ ランダ東インド会社は宜蘭平野の

原住民を帰順させることを目的として,ボ ーン大尉率いる軍

隊を派遣するが,こ の時にもクヴァラン族の米の生産力を窺

わせる記述がある。オ ランダ人たちは台湾のほかの地域の住

民に対するのと同様に,会 社に帰順 した証拠として毎年鹿皮

を持参 して服従の意志を表わすようにと告げたところ,12か

村は服従承諾の意思を表明したが,し かし鹿皮の代わ りに米

を納めたいと申し出たのである。0方,オ ランダ人に抵抗の

構えを見せた2村 に対 して,軍 隊は攻撃を加えて村を焼き払

ったが,こ の時この2村 には多 くの米が蓄え られていたとい

う。

 漢化以前の宜蘭の原住民が稲作に従事 し, (おそらく集約

的な耕作方法ではなかったと思われるが,そ れで も)高 い生

産力を有 していたという事実は,単 に交易の問題にとどまら

ず,漢 族農民の入植者 との関係においても重要な示唆を与え

て くれる。

 漢族が宜蘭平野に侵入 し,開 拓に着手したのはオランダ人

の渡来よりさらに150年 後の18世 紀末のことであった。 歴史

資料によると,ク ヴァラン族は案外容易に漢族の勢力に屈 し,

その後は漢族との雑居,そ して急速な漢化の道をたどること

になった。このようなクヴァラン族の漢化の速度のはやさは,

ひとつには漢族の もた らした灌瀧水稲耕作の受容と係わって

いたのではないだろうか。もともと稲作を主な生業とし,米

の生産に関心があったか らこそ,よ り高い生産性を持つ漢族
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の技術をはじめとして,稲 作に係わる習俗など,文 化的側面

にいたるまで積極的に取り入れ,そ の結果漢族への傾斜を強

めたことが想像される。クヴァラン族の老入の語るところに

よれば,日 本統治時代にはもうアワなどの雑穀は栽培せず,

もっぱら稲作を行なってきたという。また,漢 族の年中行事

も早い段階から,彼 らの生活に根を下ろしてきたことが窺え

る。 このように漢族への同化を考え るとき,彼 らにとっては

生業形態が1つ の重要な契機になったと思われる。

 以上クヴァラン族に関 して若干の補足をしてみたが,こ の

ように交易の品目やそれらの生産活動に着目することは,さ

らに当時の原住民の生業,漢 化など別の側面を明らかにする

ことにつながる。今後,よ り多くの文献資料が整理され,全

体像の把握に向けて,交 易以外の側面にまで研究が広がるこ

とを期待 したい。

文 献

村上直次郎 〔訳注〕・中村孝志 〔校注〕

 1972 『バ タヴィヤ城 日誌(2)』 (平凡社東洋文庫205) 平凡社。

リプラ イ

松 澤 員 子

 評者(清 水)の 指摘どおり,漢 族と山地原住民との接触,

とりわけ交易を取 り上げる場合,そ の仲介の役割を果たした

平地原住民(平 埴族)の 漢化の過程を知るための資料集成 と

その分析から出発するのが当然であろう。また,平 地原住民

の伝統的な(す なわち漢化以前)の 親族 ・婚姻制度に関 して

も,さ らに資料を整理することが必要である。そうした課題

を残 しながら,こ の論文は,パ イワン族の首長制がオランダ

占拠時代の鹿皮交易によって成立したのではないかというフ

ェレル(Raleigh Ferrell)の 仮説[FERR肌L 1969:47]に

対 して,問 題提起をすることを目的としたのであって,本 文

で取 り上げた筆者の見解(本 文291頁 参煎)を 実証 してい く

には,今 後上記の作業を進めていかなければならないと考え
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松澤  日本領台以前の台湾における漢人 と原住民族の交易についての0考 察

ている。

 また,こ の論文を書 き上げた後に,シ ェファー ド(John R.

Shepherd)の 西部を中心とした平地原住民の漢化の過程,特

に土地所有に焦点を当てた論文[SHEPHERD l981]を 入手

したが,論 旨の大幅な修正を要請される資料は含まれてはい

なかった。しかし,今 後渉猟すべき資料や課題については,

多 くの教示を得た。特に首長制に関しては,オ ランダ時代か

ら清代にかけて,首 長の権威を表象するさまざまの物品が与

え られていたことが明らかにされている。この点,今 後再考

を要するであろう。

 さらに,清 代初期には平地では鹿が激減するが,そ れ以後

原住民から漢人に渡った交易品が何であったか,さ らに調査

を進めなければならないと思っている。すべて今後の課題と

したい。

文献  (前掲 「松澤論文」末尾《文献》を参照の こと)
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